
第 1 1 2 1回 教 育 委 員 会 

 

令 和 ５ 年 ３ 月 2 7日  

県庁舎教育委員室  

 

１ 開   会    午前10時 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 会期の決定 

 

４ 議   題 

議第１号 山形県教育委員会職員被服貸与規程等の一部を改正する規則の

制定について                 （教育政策課） 

議第２号 山形県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定

について                     （教育政策課）                           

議第３号 教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は専

決させる規則の一部を改正する規則の制定について（教育政策課）  

議第４号 山形県博物館登録審査基準の制定について 

（生涯教育・学習振興課） 

議第５号 山形県博物館に相当する施設指定審査基準の制定について 

（生涯教育・学習振興課） 

議第６号 山形県公立高等学校一般入学者選抜における県外からの志願者

受入れに関する要綱の一部改正について     （高校教育課） 

議第７号 山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定に

ついて                     （教職員課） 

議第８号 教職員の人事について             （教職員課） 

 

５ 閉   会 



議第 １ 号 

山形県教育委員会職員被服貸与規程等の一部を改正する規則の制定に 

ついて 

山形県教育委員会職員被服貸与規程等の一部を改正する規則を次のように制定す

る。 

山形県教育委員会職員被服貸与規程等の一部を改正する規則 

（山形県教育委員会職員被服貸与規程の一部改正） 

第１条 山形県教育委員会職員被服貸与規程（昭和 38年５月県教育委員会規則第 11

号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第 28条の５第１項」を「第 22条の４第１項」に改める。 

（山形県教育職員の長期研修に関する規則の一部改正） 

第２条 山形県教育職員の長期研修に関する規則（昭和 53 年４月県教育委員会規則

第５号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「（常勤の者に限る。）」を削り、「地方公務員法（昭和 25 年法律第 261

号）第 28 条の４第１項、第 28 条の５第１項又は第 28 条の６第１項若しくは第２

項の規定により採用された者」を「臨時的に任用される職員その他の法律により任

期を定めて任用される職員及び非常勤職員」に改める。 

（山形県教員の大学院における研修に関する規則の一部改正） 

第３条 山形県教員の大学院における研修に関する規則（昭和 56 年４月県教育委員

会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「（常勤の者に限る。）」を削り、「地方公務員法（昭和 25 年法律第 261

号）第 28 条の４第１項、第 28 条の５第１項又は第 28 条の６第１項若しくは第２

項の規定により採用された者」を「臨時的に任用される職員その他の法律により任

期を定めて任用される職員及び非常勤職員」に改める。 

（指導改善研修に関する規則の一部改正） 

第４条 指導改善研修に関する規則（平成 20 年３月県教育委員会規則第３号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第１項第２号中「（地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 28 条の４

第１項又は第 28 条の５第１項の規定により採用された者（以下「再任用職員」と

いう。）を除く。）」を削り、「再任用職員、非常勤職員及び臨時的に任用された職員」

を「いずれも臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される

職員及び非常勤職員」に改める。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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提 案 理 由 

地方公務員法の一部改正による再任用制度の変更に伴い、規定を整備するため提案

するものである。 

  令和５年３月 27日提出 

山形県教育委員会 

  教育長 髙 橋 広 樹
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山形県教育委員会職員被服貸与規程等の一部を改正する規則 新旧対照表 

第１条関係（山形県教育委員会職員被服貸与規程の一部改正） 

現 行 改 正 案 

（目的） （目的） 

第１条 この規程は、教育委員会の任命に係る教

育庁、県立学校及び県立学校以外の教育機関の

一般職に属する常勤の職員及び地方公務員法

（昭和25年法律第261号）第28条の５第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員（以下「職

員」という。）の業務の遂行上必要とする被服

（以下「被服」という。）の貸与に関し必要な

事項を定めることを目的とする。 

第１条 この規程は、教育委員会の任命に係る教

育庁、県立学校及び県立学校以外の教育機関の

一般職に属する常勤の職員及び地方公務員法

（昭和25年法律第261号）第22条の４第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員（以下「職

員」という。）の業務の遂行上必要とする被服

（以下「被服」という。）の貸与に関し必要な

事項を定めることを目的とする。 

第２条関係（山形県教育職員の長期研修に関する規則の一部改正） 

現 行 改 正 案 

（定義） （定義） 

第２条 この規則において、「教育職員」とは、

校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教

諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師（常

勤の者に限る。）、実習助手及び寄宿舎指導員

（いずれも地方公務員法（昭和25年法律第261

号）第28条の４第１項、第28条の５第１項又は

第28条の６第１項若しくは第２項の規定により

採用された者を除く。）をいう。 

第２条 この規則において、「教育職員」とは、

校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教

諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実

習助手及び寄宿舎指導員（いずれも臨時的に任

用される職員その他の法律により任期を定めて

任用される職員及び非常勤職員を除く。）をい

う。 

第３条関係（山形県教員の大学院における研修に関する規則の一部改正） 

現 行 改 正 案 

（定義） （定義） 

第２条 この規則において「教員」とは、教頭、

主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、

養護助教諭及び講師（常勤の者に限る。）（い

ずれも地方公務員法（昭和25年法律第261号）第

28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条

の６第１項若しくは第２項の規定により採用さ

れた者を除く。）をいう。 

第２条 この規則において「教員」とは、教頭、

主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、

養護助教諭及び講師（いずれも臨時的に任用さ

れる職員その他の法律により任期を定めて任用

される職員及び非常勤職員を除く。）をいう。 
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第４条関係（指導改善研修に関する規則の一部改正） 

現 行 改 正 案 

（定義） （定義） 

第２条 この規則において教員とは、県立学校の

職員及び市町村立学校職員給与負担法（昭和23

年法律第135号）第１条及び第２条に規定する職

員のうち、次の各号のいずれにも該当する者を

いう。 

第２条 この規則において教員とは、県立学校の

職員及び市町村立学校職員給与負担法（昭和23

年法律第135号）第１条及び第２条に規定する職

員のうち、次の各号のいずれにも該当する者を

いう。 

(１) －略－ (１) －略－

(２) 教諭、助教諭（地方公務員法（昭和25年

法律第261号）第28条の４第１項又は第28条の

５第１項の規定により採用された者（以下「再

任用職員」という。）を除く。）及び講師（再

任用職員、非常勤職員及び臨時的に任用され

た職員を除く。）であること。 

(２) 教諭、助教諭及び講師（いずれも臨時的

に任用される職員その他の法律により任期を

定めて任用される職員及び非常勤職員を除

く。）であること。 

２ －略－ ２ －略－ 
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議第 ２ 号 

 

   山形県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定について    

 

山形県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

 

   山形県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

山形県教育委員会事務局組織規則（昭和 40 年４月県教育委員会規則第５号）

の一部を次のように改正する。 

 目次中「本庁」を「本局」に改める。 

 第２条中「山形県教育庁（以下「教育庁」を「山形県教育局（以下「教育局」 

に改める。 

 第３条の見出し中「教育庁」を「教育局」に改め、同条中「教育庁」を「教

育局」に、「本庁」を「本局」に改める。 

 「第２章 本庁」を「第２章 本局」に改める。 

 第４条第１項中「本庁」を「本局」に改め、同項の表教育政策課の項中「、教 

育情報化推進担当」を削り、同表生涯教育・学習振興課の項中「生涯学習・社

会教育担当、青少年教育施設担当」を「青少年教育施設担当、生涯学習・社会

教育担当」に改め、同表高校教育課の項中「、入学者選抜改善担当」を削り、

同表中 

「 

スポーツ保健課 

庶務係、企画担当、学校体育・生涯スポーツ

担当、学校保健・食育担当、競技力向上担

当、アスリート育成担当、総務・企画担当、

競技・式典担当 

 を 

                              」 

「 

スポーツ保健課 

庶務係、企画担当、学校体育・生涯スポーツ

担当、部活動改革推進担当、学校保健・食育

担当、競技力向上担当、アスリート育成担当 に改め、 

国民スポーツ大会

推進課 
総務・企画担当、競技・式典担当 

                              」 

同条第２項の表高校教育課の項中 

「                 「 
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高校改革推進室  を 
教育デジタル化推進室、

高校未来創造室 
に改め、 

               」              」 

同表スポーツ保健課の項中「、国民スポーツ大会推進室」を削る。            

 第５条第 14 号中「庁内」を「局内」に改め、同条第 18 号中「庁内各課」を

「局内各課」に改め、同条中第 23 号を削り、第 24 号を第 23 号とし、第 25 号

から第 32 号までを１号ずつ繰り上げる。 

 第６条中第 12 号を第 13 号とし、第４号から第 11 号までを１号ずつ繰り下げ、  

第３号の次に次の１号を加える。 

 (4) 教育職員の研修記録に係る指導及び助言に関すること 

 第９条第１項第８号中「県立高等学校整備計画」を「ＩＣＴ教育環境の整備

及び活用の推進」に改め、同項中第 11 号を第 13 号とし、第 10 号を第 12 号と

し、第９号を第 11 号とし、第８号の次に次の２号を加える。 

 (9) 県立高等学校の再編・整備及び魅力化に関すること 

 (10) 県立中学校の開校準備に関すること 

 第９条第２項中「、高校改革推進室」を「教育デジタル化推進室で、同項第

９号及び第 10 号に掲げる事務は高校未来創造室」に改める。 

 第 11 条第１項第 15 号中「令和５年度国民体育大会冬季大会スキー競技会」

を「部活動改革の推進」に改め、同条第２項中「前項第７号に掲げる事務は」

を「前項第７号に掲げる事務は、」に改め、「、同項第 15 号に掲げる事務は国

民スポーツ大会推進室で」を削り、同条の次に次の１条を加える。 

 （国民スポーツ大会推進課の分掌事務） 

第 11条の２ 国民スポーツ大会推進課の分掌事務は、第 78回国民スポーツ大会冬

季大会スキー競技会に関することとする。 

 第 16条第３号中ハを削り、ニをハとする。 

 第 17条の見出し中「教育庁」を「教育局」に改め、同条中「教育庁に」を「教

育局に、局長及び」に改める。 

 第 18条中「本庁」を「本局」に改める。 

 第 19条の表中 

 「 

職 職務  を 

                              」 

 「 

職 職務 
に改める。 

局長 教育長の命を受けて教育局の事務を掌理する

議2-2



とともに、教育長を補佐し、所属の職員を指揮

監督する。 

                              」 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は専決させる規

則の一部改正） 

２ 教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は専決させる規

則（昭和 31 年 11 月県教育委員会規則第 12 号）の一部を次のように改正する。  

  第４条第１項第１号中「教育次長」を「局長、教育次長」に改め、同条第２

項中「教育次長」を「局長又は教育次長」に改める。 

 （技能労務職員に関する規則の一部改正） 

３ 技能労務職員に関する規則（昭和 33 年４月県教育委員会規則第５号）の一

部を次のように改正する。 

  第６条中「教育庁」を「教育局」に改める。 

 （山形県教育委員会職員被服貸与規程の一部改正） 

４ 山形県教育委員会職員被服貸与規程（昭和 38 年５月県教育委員会規則第 11

号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「教育庁」を「教育局」に改める。 

  別表中 

「          「 

本庁  を 本局 に改める。 

         」         」 

 （山形県教科用図書選定審議会規則の一部改正） 

５ 山形県教科用図書選定審議会規則（昭和 39 年５月県教育委員会規則第５号）

の一部を次のように改正する。 

  第５条中「山形県教育庁義務教育課」を「教育局義務教育課」に改める。 

 （教育機関の組織及び運営に関する規則の一部改正） 

６ 教育機関の組織及び運営に関する規則（昭和 41 年４月県教育委員会規則第２

号）の一部を次のように改正する。 

  第 18条第１項第１号中「教育庁関係課長」を「教育局関係課長」に改め

る。 

 （山形県障がい児教育支援委員会規則の一部改正） 

７ 山形県障がい児教育支援委員会規則（昭和 49 年 12 月県教育委員会規則第 13

号）の一部を次のように改正する。 
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  第７条中「山形県教育庁特別支援教育課」を「教育局特別支援教育課」に改

める。 

 （山形県教育財産管理規則の一部改正） 

８ 山形県教育財産管理規則（昭和 60 年３月県教育委員会規則第２号）の一部

を次のように改正する。 

  第８条中「教育次長」を「局長」に改める。 

 （山形県産業教育審議会規則の一部改正） 

９ 山形県産業教育審議会規則（昭和 60 年 12 月県教育委員会規則第 11 号）の

一部を次のように改正する。 

  第５条中「教育庁」を「教育局高校教育課」に改める。 

 （山形県教育委員会聴聞の手続に関する規則の一部改正） 

10 山形県教育委員会聴聞の手続に関する規則（平成６年 10 月県教育委員会規

則第７号）の一部を次のように改正する。 

  第 13条第３項中「教育庁」を「教育局」に改める。 

 

   提 案 理 由 

教育委員会事務局の組織改編に伴い、規定の整備を図るため提案するものである。 

 

令和５年３月 27日提出 

 

山形県教育委員会 

教育長 髙 橋 広 樹    
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山形県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

 

現   行 改 正 案 

目次 目次 

第１章 総則（第１条―第３条の２） 

第２章 本庁（第４条―第13条） 

第３章 教育事務所（第14条―第16条の２） 

第４章 職制（第17条―第21条） 

附則 

第１章 総則（第１条―第３条の２） 

第２章 本局（第４条―第13条） 

第３章 教育事務所（第14条―第16条の２） 

第４章 職制（第17条―第21条） 

附則 

（事務局の名称） （事務局の名称） 

第２条 山形県教育委員会事務局の名称は、山形

県教育庁（以下「教育庁」という。）とする。 

第２条 山形県教育委員会事務局の名称は、山形

県教育局（以下「教育局」という。）とする。 

（教育庁の組織） （教育局の組織） 

第３条 教育庁の内部組織を分けて、本庁及び教

育事務所とする。 

第３条 教育局の内部組織を分けて、本局及び教

育事務所とする。 

 第２章 本庁  第２章 本局 

（課及び係） （課及び係） 

第４条 本庁に、次の表の左欄に掲げる課を置き、

当該課に、同表の右欄に掲げる係を置く。 

第４条 本局に、次の表の左欄に掲げる課を置き、

当該課に、同表の右欄に掲げる係を置く。 

 課名 係名   課名 係名  

 

教育政策課 

庶務係、行政管理担当、企画

調整担当、予算担当、教育情

報化推進担当、学校施設担当 

  

教育政策課 

庶務係、行政管理担当、企画

調整担当、予算担当、学校施

設担当 

 

 教職員課 －略－   教職員課 －略－  

 
生涯教育・

学習振興課 

経理担当、図書館活性化担

当、生涯学習・社会教育担

当、青少年教育施設担当 

  
生涯教育・

学習振興課 

経理担当、図書館活性化担

当、青少年教育施設担当、生

涯学習・社会教育担当 

 

 義務教育課 －略－   義務教育課 －略－  

 特別支援教

育課 

－略－   特別支援教

育課 

－略－  

 

高校教育課 

経理担当、普通教育担当、職

業教育担当、入学者選抜改善

担当 

  

高校教育課 

経理担当、普通教育担当、職

業教育担当 

 

 福利厚生課 －略－   福利厚生課 －略－  

 

スポーツ保

健課 

庶務係、企画担当、学校体

育・生涯スポーツ担当、学校

保健・食育担当、競技力向上

担当、アスリート育成担当、

総務・企画担当、競技・式典

担当 

  

スポーツ保

健課 

庶務係、企画担当、学校体

育・生涯スポーツ担当、部活

動改革推進担当、学校保健・

食育担当、競技力向上担当、

アスリート育成担当 

 

 

  国民スポー

ツ大会推進

課 

総務・企画担当、競技・式典担

当 

 

２ 次の表の左欄に掲げる課に、同表の右欄に掲２ 次の表の左欄に掲げる課に、同表の右欄に掲
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げる課内室を置く。 げる課内室を置く。 

 課名 課内室名   課名 課内室名  

 教職員課 －略－   教職員課 －略－  

 生涯教育・学

習振興課 

－略－   生涯教育・学

習振興課 

－略－  

 高校教育課 高校改革推進室   高校教育課 教育デジタル化推進室、

高校未来創造室 

 

 スポーツ保健

課 

競技力向上・アスリート

育成推進室、国民スポー

ツ大会推進室 

  スポーツ保健

課 

競技力向上・アスリート

育成推進室 

 

（教育政策課の分掌事務） （教育政策課の分掌事務） 

第５条 教育政策課の分掌事務は、次のとおりと

する。 

第５条 教育政策課の分掌事務は、次のとおりと

する。 

(１)～(13) －略－ (１)～(13) －略－ 

(14) 庁内の管理に関すること (14) 局内の管理に関すること 

(15)～(17) －略－ (15)～(17) －略－ 

(18) 庁内各課及び教育事務所との連絡調整に

関すること 

(18) 局内各課及び教育事務所との連絡調整に

関すること 

(19)～(22) －略－ (19)～(22) －略－ 

(23) ＩＣＴ環境の導入推進に関すること （削る） 

(24)～(32) －略－ (23)～(31) －略－ 

（教職員課の分掌事務） （教職員課の分掌事務） 

第６条 教職員課の分掌事務は、次のとおりとす

る。 

第６条 教職員課の分掌事務は、次のとおりとす

る。 

(１)～(３) －略－ (１)～(３) －略－ 

 (４) 教育職員の研修記録に係る指導及び助言

に関すること 

(４)～(12) －略－ (５)～(13) －略－ 

（高校教育課の分掌事務） （高校教育課の分掌事務） 

第９条 高校教育課の分掌事務は、次のとおりと

する。 

第９条 高校教育課の分掌事務は、次のとおりと

する。 

(１)～(７) －略－ (１)～(７) －略－ 

(８) 県立高等学校整備計画に関すること (８) ＩＣＴ教育環境の整備及び活用の推進に

関すること 

 (９) 県立高等学校の再編・整備及び魅力化に

関すること 

 (10) 県立中学校の開校準備に関すること 

(９)～(11) －略－ (11)～(13) －略－ 

２ 高校教育課の分掌事務のうち前項第８号に掲

げる事務は、高校改革推進室で所掌する。 

２ 高校教育課の分掌事務のうち前項第８号に掲

げる事務は教育デジタル化推進室で、同項第９

号及び第10号に掲げる事務は高校未来創造室で

所掌する。 

（スポーツ保健課の分掌事務） （スポーツ保健課の分掌事務） 

第11条 スポーツ保健課の分掌事務は、次のとお第11条 スポーツ保健課の分掌事務は、次のとお
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りとする。 りとする。 

(１)～(14) －略－ (１)～(14) －略－ 

(15) 令和５年度国民体育大会冬季大会スキー

競技会に関すること 

(15) 部活動改革の推進に関すること 

２ スポーツ保健課の分掌事務のうち、前項第７

号に掲げる事務は競技力向上・アスリート育成

推進室で、同項第15号に掲げる事務は国民スポ

ーツ大会推進室で所掌する。 

２ スポーツ保健課の分掌事務のうち、前項第７

号に掲げる事務は、競技力向上・アスリート育

成推進室で所掌する。 

 （国民スポーツ大会推進課の分掌事務） 

 第11条の２ 国民スポーツ大会推進課の分掌事務

は、第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競

技会に関することとする。 

（課の所掌事務） （課の所掌事務） 

第16条 教育事務所の各課の事務分掌は、次のと

おりとする。 

第16条 教育事務所の各課の事務分掌は、次のと

おりとする。 

(１)～(２) －略－ (１)～(２) －略－ 

(３) 社会教育課 (３) 社会教育課 

 イ～ロ －略－   イ～ロ －略－ 

 ハ 文化財に関すること（埋蔵文化財の調査

を除く。） 

 （削る） 

 ニ 社会教育関係団体及び社会体育関係団体

に関すること 

  ハ 社会教育関係団体及び社会体育関係団体

に関すること 

（教育庁に置く職） （教育局に置く職） 

第17条 教育庁に教育次長を置く。 第17条 教育局に、局長及び教育次長を置く。 

（課に置く職） （課に置く職） 

第18条 本庁の課に、課長及び課長補佐を置く。 第18条 本局の課に、課長及び課長補佐を置く。 

２ 本庁の課内室に、室長及び室長補佐を置く。 ２ 本局の課内室に、室長及び室長補佐を置く。 

３ 前２項に規定する職のほか、本庁の課又は課

内室に必要に応じ次の職を置く。 

３ 前２項に規定する職のほか、本局の課又は課

内室に必要に応じ次の職を置く。 

主幹、副主幹、専門員、主任管理主事、主任

指導主事、主任社会教育主事、業務名を冠す

る主査、管理主事、指導主事、社会教育主事、

係長、主査、主任主査、社会教育主事補、学

校保健技師、主任主事、主任技師、主事、技

師、体育主事、副主任、栄養士、主任技能員、

行政技能員 

主幹、副主幹、専門員、主任管理主事、主任

指導主事、主任社会教育主事、業務名を冠す

る主査、管理主事、指導主事、社会教育主事、

係長、主査、主任主査、社会教育主事補、学

校保健技師、主任主事、主任技師、主事、技

師、体育主事、副主任、栄養士、主任技能員、

行政技能員 

（職務） （職務） 

第19条 前２条に規定する職の職務は、別に法令

に定めのあるものを除き、次の表のとおりとす

る。 

第19条 前２条に規定する職の職務は、別に法令

に定めのあるものを除き、次の表のとおりとす

る。 

 職 職務   職 職務  

 －略－ －略－   局長 教育長の命を受けて教育局の事

務を掌理するとともに、教育長

を補佐し、所属の職員を指揮監

 

議2-7



督する。 

     －略－ －略－  

 

附則第２項関係（教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は専決させる規則

の一部改正） 

現   行 改 正 案 

（専決させる事務） （専決させる事務） 

第４条 教育委員会は、次に掲げる事務は教育長

に専決させる。 

第４条 教育委員会は、次に掲げる事務は教育長

に専決させる。 

(１) 教育委員会事務局の教育次長、課長及び

所長を除く職員並びに学校その他の教育機関

の長を除く職員の任免、その他の人事に関す

ること。ただし、地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第28条の規定に基く分限（同条第

２項第１号の規定によるものを除く。）及び

同法第29条の規定に基づく懲戒に関すること

を除く。 

(１) 教育委員会事務局の局長、教育次長、課

長及び所長を除く職員並びに学校その他の教

育機関の長を除く職員の任免、その他の人事

に関すること。ただし、地方公務員法（昭和

25年法律第261号）第28条の規定に基く分限

（同条第２項第１号の規定によるものを除

く。）及び同法第29条の規定に基づく懲戒に

関することを除く。 

(２)～(20) －略－  (２)～(20) －略－ 

２ 前項の規定による教育長の専決事務について

は、教育長に事故があるときは、教育次長がそ

の事務のうち、それぞれの所管に属する事務を

代決する。 

２ 前項の規定による教育長の専決事務について

は、教育長に事故があるときは、局長又は教育

次長がその事務のうち、それぞれの所管に属す

る事務を代決する。 

３ －略－ ３ －略－ 

 

附則第３項関係（技能労務職員に関する規則の一部改正） 

現   行 改 正 案 

（勤務時間等） （勤務時間等） 

第６条 職員の勤務時間、休日、休暇その他の勤

務条件については、休憩を一斉に与えないこと

ができる要件を除き、県立学校に勤務する職員

以外の職員にあつては山形県職員等の給与に関

する条例第２条第１号に規定する職員のうち教

育庁又は教育機関に勤務する者の例により、県

立学校に勤務する職員にあつては山形県立学校

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（昭和

27年12月県条例第93号）第２条に規定する学校

職員の例による。 

第６条 職員の勤務時間、休日、休暇その他の勤

務条件については、休憩を一斉に与えないこと

ができる要件を除き、県立学校に勤務する職員

以外の職員にあつては山形県職員等の給与に関

する条例第２条第１号に規定する職員のうち教

育局又は教育機関に勤務する者の例により、県

立学校に勤務する職員にあつては山形県立学校

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（昭和

27年12月県条例第93号）第２条に規定する学校

職員の例による。 

 

附則第４項関係（山形県教育委員会職員被服貸与規程の一部改正） 

現   行 改 正 案 

（目的） （目的） 

第１条 この規程は、教育委員会の任命に係る教

育庁、県立学校及び県立学校以外の教育機関の

一般職に属する常勤の職員及び地方公務員法

第１条 この規程は、教育委員会の任命に係る教

育局、県立学校及び県立学校以外の教育機関の

一般職に属する常勤の職員及び地方公務員法
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（昭和25年法律第261号）第28条の５第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員（以下「職

員」という。）の業務の遂行上必要とする被服

（以下「被服」という。）の貸与に関し必要な

事項を定めることを目的とする。 

（昭和25年法律第261号）第22条の４第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員（以下「職

員」という。）の業務の遂行上必要とする被服

（以下「被服」という。）の貸与に関し必要な

事項を定めることを目的とする。 

別表 別表 

 被貸与者の範

囲 貸与品

の種類 

数

量 

貸

与

期

間 

備考 

  被貸与者の範

囲 貸与品

の種類 

数

量 

貸

与

期

間 

備考 

 

 
所属 

被貸与

者 

  
所属 

被貸与

者 

 

     年        年   

 本庁 学校施

設担当

職員 

作業服 １ ２    本局 学校施

設担当

職員 

作業服 １ ２   

 行政技

能員 

作業服 １ ２    行政技

能員 

作業服 １ ２   

  ゴム長

ぐつ 

１ ２     ゴム長

ぐつ 

１ ２   

 －略

－ 
－略－ －略－ －

略

－ 

－

略

－ 

－略－   －略

－ 
－略－ －略－ －

略

－ 

－

略

－ 

－略－  

  

 

附則第５項関係（山形県教科用図書選定審議会規則の一部改正） 

現   行 改 正 案 

（庶務） （庶務） 

第５条 審議会の庶務は、山形県教育庁義務教育

課において処理する。 

第５条 審議会の庶務は、教育局義務教育課にお

いて処理する。 

 

附則第６項関係（教育機関の組織及び運営に関する規則の一部改正） 

現   行 改 正 案 

（研修生の資格等） （研修生の資格等） 

第18条 教育センターにおいて研修又は実習を受

けることのできる者（以下「研修生」という。）

は、次の各号の一に該当する者とする。 

第18条 教育センターにおいて研修又は実習を受

けることのできる者（以下「研修生」という。）

は、次の各号の一に該当する者とする。 

(１) 学校教育関係者で、県立学校の職員につ

いては当該学校長の、市町村立学校の職員に

ついては当該市町村教育委員会の、その他の

学校の職員については教育庁関係課長の推薦

を受けた者 

(１) 学校教育関係者で、県立学校の職員につ

いては当該学校長の、市町村立学校の職員に

ついては当該市町村教育委員会の、その他の

学校の職員については教育局関係課長の推薦

を受けた者 

(２)  －略－ (２)  －略－ 

２ －略－ ２ －略－ 

 

附則第７項関係（山形県障がい児教育支援委員会規則の一部改正） 
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現   行 改 正 案 

（庶務） （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、山形県教育庁特別支援

教育課において処理する。 

第７条 委員会の庶務は、教育局特別支援教育課

において処理する。 

 

附則第８項関係（山形県教育財産管理規則の一部改正） 

現   行 改 正 案 

（教育財産の引継ぎ） （教育財産の引継ぎ） 

第８条 教育次長は、山形県公有財産規則（昭和

49年４月県規則第25号）第18条第１項の規定に

より教育財産の引継ぎを受けたときは、次に掲

げる書類のうち必要なものとともに、速やかに

当該財産を管理すべき管理者に引き継がなけれ

ばならない。 

第８条 局長は、山形県公有財産規則（昭和49年

４月県規則第25号）第18条第１項の規定により

教育財産の引継ぎを受けたときは、次に掲げる

書類のうち必要なものとともに、速やかに当該

財産を管理すべき管理者に引き継がなければな

らない。 

(１)～(４) －略－ (１)～(４) －略－ 

 

附則第９項関係（山形県産業教育審議会規則の一部改正） 

現   行 改 正 案 

（庶務） （庶務） 

第５条 審議会の庶務は、教育庁において処理す

る。 

第５条 審議会の庶務は、教育局高校教育課にお

いて処理する。 

 

附則第10項関係（山形県教育委員会聴聞の手続に関する規則の一部改正） 

現   行 改 正 案 

（書記） （書記） 

第13条 －略－ 第13条 －略－ 

２ －略－ ２ －略－ 

３ 書記は、教育庁又は教育機関に勤務する職員

のうちから行政庁が指名する。 

３ 書記は、教育局又は教育機関に勤務する職員

のうちから行政庁が指名する。 
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山形県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定について 

１ 改正理由 

  令和５年度組織改編に伴う規定の整備 

２ 対象規則 

(１) 山形県教育委員会事務局組織規則

(２) 教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は専決させる規則

(３) 技能労務職員に関する規則

(４) 山形県教育委員会職員被服貸与規程

(５) 山形県教科用図書選定審議会規則

(６) 教育機関の組織及び運営に関する規則

(７) 山形県障がい児教育支援委員会規則

(８) 山形県教育財産管理規則

(９) 山形県産業教育審議会規則

(10) 山形県教育委員会聴聞の手続に関する規則

３ 主な改正内容 

・ 山形県教育委員会事務局の呼称について、「山形県教育庁」を「山形県教育局」

に改称、これに伴い「本庁」を「本局」に改称

・ 山形県教育委員会事務局に「教育局長」の職を新設

・ 教育政策課の「教育情報化推進担当」を廃止

・ 高校教育課に「教育デジタル化推進室」を新設し、同課の「高校改革推進室」

を「高校未来創造室」に改組 

・ スポーツ保健課に「部活動改革推進担当」を新設し、同課の「国民スポーツ大

会推進室」を「国民スポーツ大会推進課」に改組 

４ 施行期日 

  令和５年４月１日 
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議第 ３ 号 

教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は専決させ 

る規則の一部を改正する規則の制定について 

教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は専決させる規則

の一部を改正する規則を次のように制定する。 

教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は専決させる

規則の一部を改正する規則 

 教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は専決させる規則

（昭和 31 年 11 月県教育委員会規則第 12 号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第 13号中「決定並びに免許状の有効期間の更新及び延長等」を「決定等」

に改め、同条第 15 号中「及び登録の取消し」を「、登録の取消し及び登録の審

査の基準の制定又は改廃」に、「及び指定の取消し」を「、指定の取消し及び指

定の審査の基準の制定又は改廃」に改め、同条第 23 号中「個人情報」を「保有

個人情報」に改める。 

 第４条第１項第３号中「決定並びに免許状の有効期間の更新及び延長等」を「決

定等」に改め、同項第 14 号中「個人情報」を「保有個人情報」に改める。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

提 案 理 由 

博物館法等の一部改正に伴い、規定の整備を図るため提案するものである。 

令和５年３月 27日提出 

山形県教育委員会 

教育長 髙 橋 広 樹
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教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は専決させる規則 新旧対照表 

現 行 改 正 案 

（委任する事務） （委任する事務） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除きそ

の権限に属する事務を教育長に委任する。 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除きそ

の権限に属する事務を教育長に委任する。 

(１)～(12) －略－ (１)～(12) －略－ 

(13) 教育職員免許法（昭和24年法律第147号）

に基づく教育職員検定並びに免許状の授与及

び取上げ処分の決定並びに免許状の有効期間

の更新及び延長等に関すること。 

 (13) 教育職員免許法（昭和24年法律第147号）

に基づく教育職員検定並びに免許状の授与及

び取上げ処分の決定等に関すること。 

(14) －略－ (14) －略－

(15) 博物館の登録及び登録の取消し並びに博

物館に相当する施設の指定及び指定の取消し

に関すること。 

(15) 博物館の登録、登録の取消し及び登録の

審査の基準の制定又は改廃並びに博物館に相

当する施設の指定、指定の取消し及び指定の

審査の基準の制定又は改廃に関すること。 

(16)～(22) －略－ (16)～(22) －略－ 

(23) 個人情報の開示等に関すること。 (23) 保有個人情報の開示等に関すること。

(24)～(30) －略－ (24)～(30) －略－ 

（専決させる事務） （専決させる事務） 

第４条 教育委員会は、次に掲げる事務は教育長

に専決させる。 

第４条 教育委員会は、次に掲げる事務は教育長

に専決させる。 

(１)～(２) －略－ (１)～(２) －略－ 

(３) 教育職員免許法に基づく教育職員検定並

びに免許状の授与及び取上げ処分の決定並び

に免許状の有効期間の更新及び延長等に関す

ること。 

(３) 教育職員免許法に基づく教育職員検定並

びに免許状の授与及び取上げ処分の決定等に

関すること。 

(４)～(13) －略－ (４)～(13) －略－ 

(14) 個人情報の開示等に関すること。 (14) 保有個人情報の開示等に関すること。

(15)～(20) －略－ (15)～(20) －略－ 

２～３ －略－ ２～３ －略－ 
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教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は専決させる規則の 

一部改正について 

１ 改正理由 

  各種制度改正に伴う規定の整備 

２ 対象規則 

教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は専決させる規則 

３ 主な改正内容 

・ 博物館法の一部改正に伴う規定の整備

・ 個人情報保護法の一部改正に伴う規定の整備

・ 教育職員免許法の一部改正に伴う規定の整備

４ 施行期日 

  令和５年４月１日 

議3-3



議第 ４ 号 

山形県博物館登録審査基準の制定について 

博物館法（昭和 26年法律第 285号）第 13条第１項第３号から第５号までに規定す

る博物館の登録審査基準を次のように定める。 

山形県博物館登録審査基準 

１ 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制 

(1) 博物館資料の収集、保管及び展示（インターネットの利用その他の方法によ

り博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。)並びに博物館資料に関

する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとと

もに、当該方針に基づき、相当の公益性をもって博物館を運営する体制を整備

していること。 

(2) (1)の基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該

方針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。 

(3) (2)に規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資

料の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備

していること。   

(4) 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示（インターネットの利用その

他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。）を行い、

又は特定の主題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料に

よる展示を行う体制を整備していること。 

(5) 単独で又は他の博物館若しくは博物館法第３条第１項第 12 号に掲げる学術

若しくは文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、

その成果を活用する体制を整備していること。   

(6) 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その

他の教育活動を行う体制を整備していること。  

(7) 博物館法第７条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保さ

れていること。   

２ 学芸員その他の職員の配置 

(1) １の(1)の基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる

館長が置かれていること。  

(2) 学芸員が置かれていること。

(3) １の(1)の基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれてい

ること。 
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３ 施設及び設備 

(1) 博物館資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により

博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。)並びに博物館資料に関す

る調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されて

いること。  

(2) 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。

(3) 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために

必要な配慮がなされていること。 

(4) 高齢者、障がい者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利

用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。 

提 案 理 由 

改正博物館法が令和５年４月１日に施行されることに伴い、博物館法第13条第１項

第３号から第５号までに規定する博物館の登録審査基準を制定するため提案するも

のである。 

令和５年３月 27日提出 

山形県教育委員会 

教育長 髙 橋 広 樹
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議第 ５ 号 

山形県博物館に相当する施設指定審査基準の制定について 

博物館法施行規則（昭和 30 年文部省令第 24 号）第 24 条第１項第２号から第４号

までに規定する博物館に相当する施設の指定審査基準を次のように定める。 

山形県博物館に相当する施設指定審査基準 

１ 資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究を行う体制 

(1) 資料の収集、保管及び展示（インターネットの利用その他の方法により資料

に係る電磁的記録を公開することを含む。）並びに資料に関する調査研究の実

施に関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に

基づき、相当の公益性をもって博物館法（昭和 26年法律第 285号）第 31条第

１項の規定による指定を受けた施設（以下「指定施設」という。）を運営する

体制を整備していること。

(2) (1)の基本的運営方針に基づく資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針

に基づき、資料を体系的に収集する体制を整備していること。 

(3) (2)に規定する資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する資料の目録を

作成し、当該資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。 

(4) 一般公衆に対して、所蔵する資料の展示（インターネットの利用その他の方

法により資料に係る電磁的記録を公開することを含む。）を行い、又は特定の

主題に基づき、所蔵する資料若しくは借用した資料による展示を行う体制を整

備していること。 

(5) 単独で又は他の博物館若しくは博物館法第３条第１項第 12 号に掲げる学術

若しくは文化に関する諸施設と共同で、資料に関する調査研究を行い、その成

果を活用する体制を整備していること。 

(6) 資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する資料の説明その他の教育活動

を行う体制を整備していること。 

(7) 博物館法第７条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保さ

れていること。

２ 職員の配置 

(1) １の(1)の基本的運営方針に基づいて指定施設の管理運営を行うことができ

る館長が置かれていること。 

(2) 学芸員に相当する職員が置かれていること。

(3) １の(1)の基本的運営方針に基づく指定施設の運営に必要な職員が置かれて

　　 いること。 
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３ 施設及び設備 

(1) 資料の収集、保管及び展示（インターネットの利用その他の方法により資料

に係る電磁的記録を公開することを含む。）並びに資料に関する調査研究を安定

的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。 

(2) 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。

(3) 指定施設の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のため

に必要な配慮がなされていること。 

(4) 高齢者、障がい者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他指定施設の利

用に困難を有する者が指定施設を円滑に利用するための配慮がなされているこ

と。 

提 案 理 由 

改正博物館法が令和５年４月１日に施行されることに伴い、博物館法施行規則第24

条第１項第２号から第４号までに規定する博物館に相当する施設の指定審査基準を

制定するため提案するものである。 

令和５年３月 27日提出 

山形県教育委員会 

教育長 髙 橋 広 樹
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議第 ６ 号 

山形県公立高等学校一般入学者選抜における県外からの志願者受入れ 

に関する要綱の一部改正について 

山形県公立高等学校一般入学者選抜における県外からの志願者受入れに関する要

綱を別紙のとおり一部改正する。 

提 案 理 由 

山形県公立高等学校入学者選抜方法改善検討委員会において、県外からの志願者受

入れについて改善の方向性が示されたことから、山形県公立高等学校一般入学者選抜

における県外からの志願者受入れに関する要綱を一部改正する必要があるため提案

するものである。 

令和５年３月 27日提出 

山形県教育委員会 

教育長 髙 橋 広 樹 
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山形県公立高等学校入学者選抜における県外からの志願者受入れに関する要綱 

山形県教育委員会 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、別に定めがある場合を除き、山形県公立高等学校入学者選抜（以

下「入学者選抜」という）における県外からの志願者受入れに関する事務手続その他

必要な事項について定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 学校 山形県立高等学校（「山形県立高等学校小規模校入学者選抜における県外

からの志願者受入れに関する要綱」第２条１号に規定する学校を除く。）をいう。 

(2) 志願者 推薦入学者選抜及び一般入学者選抜における入学志願者をいう。

(3) 県内志願者 志願者のうち保護者とともに県内に居住する者をいう。ただし、一

家転住等や「通学の便」を理由として教育長が志願を許可した者は県内志願者とみ

なす。 

(4) 県外志願者 (3)以外の志願者をいう。

(5) 学科 山形県立高等学校管理運営規則（昭和 41 年４月教育委員会規則第３号）

別表第１に定める設置学科のうち大学科をいう。

第２章 県外志願者受入れの承認 

（県外志願者受入れの承認） 

第３条 山形県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）は、直近３年における入

学定員に対する合格者数の割合が連続して８割に満たない学科がある学校について、

校長の申請により、県外からの志願者受入れを承認することができる。この場合、県

外志願者の受入れは、当該学科に限るものとする。 

２ 県外からの志願者受入れを希望する校長は、教育長が別に指定する期日までに、

「県外からの志願者受入れのための申請書」（別記様式第１号）を教育長に提出しな

ければならない。 

（受入人員） 

第４条 県外志願者の募集人員及び合格者の人数は、原則として次のように定める。 

(1) 県外志願者の募集人員は入学定員の 10 パーセント程度までとし、学校が定める

こととする。

(2) 推薦入学者選抜を実施する学校においては、推薦入学者選抜及び一般入学者選

抜の募集人員は、合わせて 10 パーセント程度までとし、その配分は学校が定める

ものとする。

(3) 一般入学者選抜において、志願倍率が１倍を超えない場合は、学校が定める県外

志願者の募集人員を超えて県外志願者を合格とすることができる。

別 紙 
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（承認の見直し） 

第５条 教育長は、承認後３年ごとに県外からの志願者受入れの継続の可否を判断する

ものとする。 

 

   第３章 山形県立高等学校県外志願者受入審議委員会 

（設置） 

第６条 県外からの志願者受入れを承認する学校について審議するため、山形県立高等

学校県外志願者受入審議委員会（以下「審議委員会」という。）を設置する。 

（審議委員会への意見聴取） 

第７条 教育長は、第３条の規定による承認を行う場合、あらかじめ、審議委員会の意

見をきかなければならない。 

２ 教育長は、第５条の規定による承認の見直しを行う場合、必要に応じて審議委員会

を開催し意見を聴取することができる。 

（審議事項） 

第８条 審議委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

 (1) 県外からの志願者を受け入れる学校や学科に関する事項 

 (2) 県外志願者受入の継続可否に関する事項 

 (3) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項 

（組織） 

第９条 審議委員会は、次に掲げる者（以下「委員」という。）をもって組織する。 

 (1) 教育次長（高校教育課を所管するものに限る。） 

(2) 県高等学校長会会長 

(3) 県高等学校長会理事長 

(4) 県中学校長会会長 

(5) 私立中学高等学校協会代表 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

３ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第 10 条 審議委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によってこれを定め、副委員長は、委員長の指名により定め

る。 

３ 委員長は、審議委員会の会務を総理し、審議委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第 11 条 審議委員会は、教育長が招集する。 

２ 審議委員会は、必要に応じて開催する。 

３ 審議委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 委員長は、会議の議長となる。 

５ 審議委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の
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決するところによる。 

（守秘義務） 

第 12 条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。 

（庶務） 

第 13 条 審議委員会に関する庶務は、教育庁高校教育課にて処理する。 

（その他） 

第 14 条 この章に定めるもののほか、審議委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が会議に諮って定める。 

 

   第４章 補則 

（雑則） 

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、県外からの志願者受入れに関して必要な事項

は、教育長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

 

令和３年７月 ６日一部改正 

令和４年６月 23 日一部改正 

令和５年＊月 ＊日一部改正 
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山形県公立高等学校入学者選抜における県外からの志願者受入れに関する要綱 

新旧対照表 

現行 改正案 

山形県公立高等学校一般入学者選抜における県

外からの志願者受入れに関する要綱 

山形県公立高等学校入学者選抜における県外から

の志願者受入れに関する要綱 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 学校 山形県立高等学校をいう。 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語

の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 学校 山形県立高等学校（「山形県立高等学校

小規模校入学者選抜における県外からの志願者受

入れに関する要綱」第２条１号に規定する学校を除

く。）をいう。 

(2) 志願者  

一般入学者選抜における入学志願者をいう。 

(2) 志願者  

推薦入学者選抜及び一般入学者選抜における入学

志願者をいう。 

(3)～(4) ―略― (3)～(4) ―略― 

(5) 最終倍率 入学者選抜における最終の志

願倍率をいう。 

（削除） 

(6) 学科 山形県立高等学校管理運営規則（昭

和 41年４月教育委員会規則第３号）別表第１に

定める設置学科のうち大学科をいう。 

(5) 学科 山形県立高等学校管理運営規則（昭和

41 年４月教育委員会規則第３号）別表第１に定め

る設置学科のうち大学科をいう。 

第３条 山形県教育委員会教育長（以下「教育

長」という。）は、県内唯一の学科が設置されて

おり、直近５年間における最終倍率の平均値が

１倍に満たない学科がある学校について、校長

の申請により、県外からの志願者受入れを承認

することができる。この場合、県外志願者の受

入れは、当該学科に限るものとする。 

第３条 山形県教育委員会教育長（以下「教育長」

という。）は、直近３年における入学定員に対する

合格者数の割合が連続して８割に満たない学科が

ある学校について、校長の申請により、県外からの

志願者受入れを承認することができる。この場合、

県外志願者の受入れは、当該学科に限るものとす

る。 

２ ―略― ２ ―略― 

第４条 志願者数が入学定員（以下「定員」とい

う。）を超えた場合は、県外志願者からの合格者

の割合を原則として次のように制限する。 

第４条 県外志願者の募集人員及び合格者の人数

は、原則として次のように定める。 

 

(1) 県内志願者の割合が定員の 90 パーセント

以上の場合、県外志願者からの合格者の割合を

定員の 10パーセント以内とする。 

 

(1) 県外志願者の募集人員は入学定員の 10パーセ

ント程度までとし、学校が定めることとする。 
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(2) 県内志願者の割合が定員の 90 パーセント

未満の場合、県内志願者からの不合格者の割合

を定員の 10パーセント以内とする。 

(2) 推薦入学者選抜を実施する学校においては、推

薦入学者選抜及び一般入学者選抜の募集人員は、合

わせて 10 パーセント程度までとし、その配分は学

校が定めるものとする。 

(3) 一般入学者選抜において、志願倍率が１倍を超

えない場合は、学校が定める県外志願者の募集人員

を超えて県外志願者を合格とすることができる。 

第５条 教育長は、承認後５年ごとに県外から

の志願者受入れの継続の可否を判断するものと

する。 

第５条 教育長は、承認後３年ごとに県外からの志

願者受入れの継続の可否を判断するものとする。 

第６条～第 15条 ―略― 第６条～第 15条 ―略― 
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山形県公立高等学校入学者選抜方法 

県外からの志願者受入れに係る改善方針 

１ 改善方針策定の経過 

県教育委員会では、令和４年度から「山形県公立高等学校入学者選抜方法改善検討委

員会」（以下、「検討委員会」という）を設置し、本県における公立高等学校の入学者選

抜の在り方について意見を聞き、今後の改善に反映させることとしています。 

検討委員会では「時間をかけて継続して検討する課題」と「急ぎ検討し改善の方向性

を示す課題」について整理を行い、検討を進めてきました。この度、「急ぎ検討し改善

の方向性を示す課題」のうち、県外からの志願者受入れについて、山形県公立高等学校

入学者選抜方法改善方針を策定しました。 

２ 改善方針と理由 

公立高等学校入学者選抜において、小規模校及び県内唯一の学科を対象に実施してい

る県外からの志願者受入れについて、その対象を、「入学者が定員に満たない状況が続く

学校・学科」に拡大し、令和６年度入学者選抜から実施する。 

・理由

現在県外からの志願者受入れを行っている、小規模校及び県内唯一の学科を持つ学

校においては、県外からの入学者が学校での活動に積極的に参加することで、学校の

活性化に繋がっている。現行の入学者選抜制度において、県外からの志願者を受け入

れる学校を拡大することで、県内公立高等学校の充足率向上や各学校のさらなる活性

化が期待できる。 

３ 改善にあたっての留意事項 

（１）県外からの志願者の受入れ人数については、県内から志願する受検生を圧迫するこ

とがないように設定することとする。 

（２）県外から志願し入学する生徒は保護者と離れて生活することになるため、入学後の

居住地や世話人等については、これまでの県外からの志願者受入れと同様に、保護者

が責任を持って指定することとする。 
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主任学校司書主事 

学校司書主事 
図書に関する業務に従事する。 

開校準備室長 
開校に係る庶務及び事務を統括し、開校準備専

門員、開校準備主査を監督する。 

開校準備専門員 開校準備室長を補佐し、担当業務を処理する。 

議第 ７ 号 

山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定について 

山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則 

 山形県立高等学校管理運営規則（昭和41年４月県教育委員会規則第３号）の一部を

次のように改正する。 

第20条第２項中「学校司書主事」を「主任学校司書主事、学校司書主事、開校準備

室長、開校準備専門員」に改める。 

第 21条の表中 

「 

「 

附 則

この規則は、公布の日から施行する。 

提 案 理 由 

 主任学校司書主事職、開校準備室長職及び開校準備専門員職を新たに設置すること

に伴い提案するものである。 

  令和５年３月 27日提出 

山形県教育委員会 

教育長 髙 橋 広 樹

」 

学校司書主事 図書に関する業務に従事する。 
を 

に改める。
」 
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山形県立高等学校管理運営規則新旧対照表（案） 

現  行 改 正 案 

－略－ 

 （職） 

第20条 高等学校に、校長、教頭、教諭、養護

教諭又は養護助教諭及び主任実習教諭、実習

教諭又は実習講師を置く。 

 ２ 前項に規定するもののほか、高等学校に事務部

長又は事務長を置くとともに、必要に応じ次の職

を置く。 

副校長、助教諭、講師、事務部次長、事務次長

、総務主査、主査、主任主査、主任主事、副主任

、主事、主任実習教諭、実習教諭、実習講師、学

校司書主事、開校準備主査、栄養主査、主任管理

栄養士、主任栄養士、管理栄養士、栄養士、副主

任栄養士、技能長、学校司書、調理師、学校技能

員 

 （職務） 

第 21条 －略－ 

職 職務 

－略－ －略－ 

学校司書主

事 
図書に関する業務に従事する。 

－略－ －略－ 

－略－ 

 （職） 

第20条 高等学校に、校長、教頭、教諭、養護

教諭又は養護助教諭及び主任実習教諭、実習

教諭又は実習講師を置く。 

 ２ 前項に規定するもののほか、高等学校に事務

部長又は事務長を置くとともに、必要に応じ次の

職を置く。 

副校長、助教諭、講師、事務部次長、事務次長

、総務主査、主査、主任主査、主任主事、副主任

、主事、主任実習教諭、実習教諭、実習講師、主

任学校司書主事、学校司書主事、開校準備室長、

開校準備専門員、開校準備主査、栄養主査、主任

管理栄養士、主任栄養士、管理栄養士、栄養士、

副主任栄養士、技能長、学校司書、調理師、学校

技能員 

 （職務） 

第 21条 －略－ 

職 職務 

－略－ －略－ 

主任学校司

書主事 

学校司書主

事 

図書に関する業務に従事する。 

開校準備室

長 

開校に係る庶務及び事務を統括し、

開校準備専門員、開校準備主査を監

督する。 

開校準備専

門員 

開校準備室長を補佐し、担当業務を

処理する。 

－略－ －略－ 
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